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★紙面上では市外局番042の表記を省略しています　★講師や出演者の敬称を省略しています
★「全◯回」と表記している事業は全日程参加が原則です　★金額は税込です

■ ５月のもうすぐママ・パパ教室

■対令和５年８～10月に初めて出産を迎える母親・父親　
■定各申し込み順30組程度　
■申専用フォームから申し込み
■問健康推進課☎441－6081

■ ７～９カ月児のもぐもぐ離乳食講座
■日５月２日㈫午後１時40分～３時　
■所文化会館たづくり西館保健センター２階　
■対令和４年８～10月生まれの子どもと保護者　
■内離乳食のすすめ方、上手な食べさせ方、生活リズム
など　■定申し込み順30組　■申４月５日㈬午前９時～28
日㈮午後５時に専用フォームから申し込み
■問健康推進課☎441－6081

■ 手当額の改定
◎児童扶養手当（月額）
■対令和５年４月分から（全国的に2.5％引上げ）
※児童扶養手当はひとり親家庭のための手当。手当額
改定後の児童扶養手当証書が必要な場合は要申し込み
本体額／
４万3070円～１万160円→４万4140円～１万410円
２子加算／１万170円～5090円→１万420円～5210円
３子以降加算／6100円～3050円→6250円～3130円
◎特別児童扶養手当（月額）
■対令和５年４月分から
※児童に障害がある家庭のための手当
１級／５万2400円→５万3700円　
２級／３万4900円→３万5760円
■問子ども家庭課☎481－7093

■ 児童手当（特例給付）の認定請求
　令和３年中の所得が上限額を超過し、児童手当（特
例給付）が支給されていない方の令和４年中の所得が
上限額未満となった場合、令和５年６月分から児童手
当（特例給付）を受給できます。手続きが６月以降と
なった場合、支給できない月が発生する場合がありま
す。

■申■問申請書（市■HPから印刷可、または子ども家庭課（市
役所３階）で配布）を直接または郵送・電子申請で５
月31日㈬（必着）までに〒182－8511市役所子ども家
庭課☎481－7093

■ 産後ケア事業　デイサービス型・アウトリーチ型の利用可能日を拡充
　４月から、アウトリーチ型で土・日曜日、
祝日の利用が、デイサービス型では一部施設で土曜日

（祝日除く）の利用が可能となりました。
■対生後１年未満の乳児と母親（施設やサービスにより
対象月齢は異なる）　
■他詳細は市■HP参照

■問健康推進課☎441－6081

■ ジュニア・シニアリーダー講習会
■期５月～令和６年３月の月１回程度（主に日曜日）　
■対ジュニアリーダー：中学生、シニアリーダー：高校生　
■定各講習会申し込み順20人　
■費無料　
■持筆記用具、タオル、飲み物、動きやすい服装　
開講式／■日５月14日㈰午前９時30分～正午　■所教育会
館３階　■締５月12日㈮※開講式当日の受け付けも可
■申■問申込書（社会教育課（教育会館１階）で配布また
は市■HPから印刷可）を直接または郵送・FAXで〒182－
0026小島町２－36－１教育会館社会教育課
☎481－7488・ 481－7739

●サンデーコロパン
■程５月14日㈰　
■時①午前９時45分～11時（受付９時45分～10時）
②11時15分～午後０時30分（受付11時15分～11時30分）
■対市内在住で令和４年５月１日～令和５年２月14日生
まれの子どもと保護者　
■内親子遊びなど　

■定各回40人程度（多数抽選）　
■持よだれかけ（表面に大きく名前と誕生日を明記）、
母子健康手帳、バスタオル　
■申４月６日㈭午前９時～12日㈬午後５時に、Ｅメール

（■HP要確認）で申し込み

■ 令和５年度後期高齢者医療の保険料率決定
　令和５年度は令和４年度と同じ保険料率です。令和
４年中の所得をもとに計算し、７月中に「後期高齢者
医療保険料額決定通知書」を発送します。
　保険料が公的年金などから特別徴収されている方は、
原則２月に特別徴収した金額と同額を４・６・８月に
仮徴収します。仮徴収額が変更になる場合は別途通知
をお送りします。
●後期高齢者医療保険料の軽減
　所得の低い方の保険料を軽減しています。軽減の適
用には所得の申告が必要となる場合があります。
①均等割額の軽減
　同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世
帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割
額を軽減します。

※世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は
軽減を判定する対象。世帯の判定は当該年度の４月１
日（年度の途中に東京都で資格取得した方は資格取得
日）時点で実施
※総所得金額等とは、前年の総所得金額と山林所得金
額、株式・長期（短期）譲渡所得金額等（特別控除前）
の合計。65歳以上（令和５年１月１日時点）の方の公
的年金所得については、その所得からさらに高齢者特
別控除額15万円を差し引いた額で判定
※公的年金または給与所得者の合計数とは、「公的年
金等収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は
125万円を超える」または「給与収入が55万円を超える」
世帯主と被保険者の合計人数
②所得割額の軽減
　被保険者本人の ｢賦課のもととなる所得金額｣ が15
万円以下の場合は50％、20万円以下の場合は25％所得
割額を軽減します。
③被扶養者だった方の軽減
　後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会
社の健康保険など（国保・国保組合は除く）の被扶養
者だった方の保険料を軽減します。

※低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽
減割合の高い方が優先
■問保険年金課☎481－7148

■ 高齢者訪問理美容サービス
■対市内在住・在宅で要介護３以上かつ65歳以上の方
■内理容師または美容師が自宅を訪問し調髪※年度内４
回まで（10月以降の申請は２回まで）　
■費１回2000円　
■申■問申請書（社会福祉協議会で配布、または社会福祉
協議会■HPから印刷可）と介護保険被保険者証の写しを
〒182－0026小島町２－47－１社会福祉協議会
☎481－7693へ郵送または持参

アラムコ・アジア・ジャパン㈱
市内保育園に手作り鉄琴の寄付　

　市と20年にわたり交流
があるサウジアラビア王
国の国営企業アラムコの
日本現地法人であるアラ
ムコ・アジア・ジャパン
㈱から、市内保育園に子
ども向けの鉄琴をご寄付
いただきました。
　この鉄琴の制作は、障
害のある方の雇用促進に
も役立てられています。
■問文化生涯学習課☎481－7139

道路は遊び場ではありません
·道路上で、子どもが当事者となる事故が増加し
ています。ボールや、スケートボードなどの遊具
を使用して道路で遊ぶと危険ですので絶対にやめ
ましょう。
·子どもは身体が小さいため、自宅前の道路や駐
車場で運転者から確認できない場合があります。
·保護者がお手本となって、日頃から交通ルール
の説明や交通安全に対する声掛けをお願いします。
■問調布警察署☎488－0110
　交通対策課☎481－7454

コース名 内　容 日　時 実施場所
１回
コース 赤ちゃんのお世話など 13日㈯午前

保健センター２回
コース

赤ちゃんのお世話 13日㈯午後

ママのからだのケア 15日㈪午後

専用フォーム

� 電子申請

専用フォーム

■ 子ども家庭支援センターすこやか〒182－0022  国領町３－１－38 ココスクエア２階
☎481－7733（午前９時～午後５時）　専用■HPあり

実施施設 デイ
サービス

ショート
ステイ

アウト
リーチ

sage�femme（サージュファム）
国領町２－８－３－B107 平日のみ － 毎日

マザリーズ助産院
深大寺北町４－13－51

平日・
土曜日 毎日 毎日

飯野病院
布田４－３－２ 平日のみ 毎日 －

調布病院
下石原３－45－１ 平日のみ 毎日 －

榊原記念病院
府中市朝日町３－16－１ 平日のみ － －

東府中病院
府中市若松町２－７－20

平日・
土曜日 毎日 －

至誠会第二病院
世田谷区上祖師谷５－19－１ － 毎日 －

保坂産婦人科クリニック
狛江市東和泉１－21－３

平日・
土曜日 毎日 －

施設・利用可能日一覧

市HP

総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 軽減
割合

43万円＋（年金または給与所得者の合計数－１）×10万円 以下 ７割

43万円＋（年金または給与所得者の合計数－１）×10万円
　　　＋（29万円×被保険者の数）以下 ５割

43万円＋（年金または給与所得者の合計数－１）×10万円
　　　＋（53.5万円×被保険者の数）以下 ２割

加入から２年を経過する月まで 加入から２年経過後
均等割額 ５割軽減 軽減なし
所得割額 負担なし
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